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★以前取得した修了証

(1)「以前、ﾎﾞｲﾗ･ｸﾚｰﾝ安全協会宮城事務所で発行した技能講習

特例講習、特別教育をお持ちの方」

(2)「これから当宮城事務所で技能講習を２つ以上取得される方」

(1)「すでに当宮城事務所で発行された資格をお持ちの方の申込方法」

「統合修了証申込書」＋「既存修了証(お持ちの資格証)」＋「写真１枚」

「封筒1通(切手\４０４-)」＋「手数料:\２,２００(技能講習)/(特別教育)」

⇔以上５点を添付のうえ、現金書留 or 来所手続支払 で申込

(２)は手数料･ 無 料 (2)「２個以上の講習申込されている方で現在受講中の方の申込方法」

「統合修了証申込書」＋「既存修了証(お持ちの資格証)」

⇔以上２点を添付のうえ、受講期間中に 提出

ﾎﾞｲﾗ･ｸﾚｰﾝ安全協会 宮城事務所で発行した技能講習/特別教育のみ統合可能

技能講習と特別教育は統合できません。

他の登録教習機関で取得した資格とは統合できませんのでご注意下さい。

紛失or氏名･本籍地変更された場合､再交付･書替した後､申込して下さい。


